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一般社団法人 日本医療法人協会 会長 殿 

 

 

 

厚 生 労 働 省 医 政 局 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

「再編計画に係る登録免許税の軽減措置の適用について」の一部改正について 

 
 

 

 標記につきまして、別添のとおり各都道府県知事、保健所設置市長及び特別区

長宛て通知しましたので、御了知いただくとともに、貴下団体会員等に対する周

知方よろしくお取り計らい願います。 

 


